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病院機能評価を受審をして 
　２０００年8月、初めて日本医療機能評価を受審してから、あっとい

う間の5年間でした。今回の受審は２０００年に病院機能評価Ver.３.１

（複合Ａ）の認定を頂いてから5年が経過し、更新の為の受審となり

ます。今回の再受審に際しては第一回目のVer.３.１を受審した後、

その理念をどのように実践し、どのように進化させてきたか反省す

る点も多々ありましたが、昨年１０月にVer.５.０で受審することになり

１年前から準備を始めました。しかし今回私どもが受審しなくては

ならないのは当時に比べ大幅にバージョンアップされたもので、未

だ受審した病院がなく、参考になる書籍や事例なども少なく、機構

から出された受審項目について各部門で分担し、病院全体で取り

組んできました。 

　病院に求められているものは患者様中心の良質な医療を提供す

ることから考えれば当然のことでありましたが、日常の臨床を行い

ながら基準や手順・マニュアルを作るために個々の職員がかなりの

時間を費やし、各プロジェクトの主になるメンバーの負担は相当

大きかったと思われます。また受審に際しては何をすればよいのか、

かなり明確に示されており、それに沿ってチェックをし、見直しや

マニュアルを整備しました。項目の内容や準備作業は当然医療を

行うものとして必要なことであり、私どもの理念とする「優しい医療・

楽しい職場」を実現するために必要・不可欠なことと認識し、組織

や部門また患者様を中心に連携する職員それぞれの意識を高める

ことが出来ました。 

　受審当日はサーベイヤーの方々の「私たちは怖くありません」「緊

張しないで」との言葉で、私をはじめ対応したスタッフもリラックス

し、質問に答えることができました。機構の求めるあるべき病院の

姿としては、医療の倫理に戻り、患者様個人の尊厳を大切にプライ

バシーの配慮を行うこと、患者様も参加した形でのチーム医療を進

めること。地域との連携の強化、また地域に開かれた病院を目指す

ことや禁煙への取り組みについて強く示唆されたように感じました。

受審最終日の講評では「理念が浸透している。職員の皆さんの表情

や態度はとてもやさしく感じられた。このような病院こそが厳しい

医療改革の中で生き残って欲しいものです。」と好意的なものでした。 

　今回の評価結果は２００６年１２月１９日付で審査体制区分2（Ver.５.０）

での認定書の交付となりました。しかし、いくつかの指摘事項につ

いて、今後すみやかに改善をしなければならない課題は残していま

すが、１年間個々の仕事をしながら受審に向け一丸となって協力して

きた職員の皆さんに心より感謝するとともに、さらに私どもは引き

続き患者様を中心に置いた良質の医療を提供していくため、今回

の認定に満足することなく、医療サービスの提供者として職員一同

更なる努力を重ねていきたいと考えています。 

　尚、病院機能評価結果の詳細は、「財団法人日本医療機能評価

機構の評価結果の情報提供ページ」 

http://www.report.jcqhc.or.jp/cgi-bin/list_nintei.cgi?hp_id=２３９ 

にてご覧頂くことが出来ます。 

院長　榎本　和 
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 病院機能評価受審を終えて 

　 
事務部長　岡　秀宜 

　２００５年１０月１９日～２１日Ver.５.０（精神・療養
複合）にて病院機能評価を受審、医療の質を向
上させる目的で病院職員一丸となって取り組む
ことができたと思います。之も偏に、日頃の業
務をこなしながら準備し受審対策に尽力頂きま
した各スタッフのお陰と心より感謝申し上げる
次第です。 
　今回は２０００年１１月Ver.３.１（複合Ａ）の認定
から５年が経ち更新の為の受審でありました。
更新審査に向けての情報を集め準備時期を考
えていた２００４年8月、病院機能改善支援セミ
ナー（Ver.５.０）へ看護部長と出席しました。バー
ジョンが変わる事は知っていたがどのように変
わるのか、随分厳しくなるのではないか等と不
安な点も多く聞き逃す事がないよう真剣に望み
ました。会場には大変多くの病院関係者が出席
されており病院機能評価に対する関心は4年前
に比べかなり増加したと実感しました。病院機
能評価の現況と概要説明から始まり、その後
Ver.５.０改正内容のポイントが具体的に示され
ました。パワーポイントによる説明では、現行
Ver.４.０の評価項目そのものの改定は行なわず、
第４・５領域後半のケアプロセスを統合する事
が柱となるとの事でありました。また、評価項目
を若干減少させる事もあると話されました。特
に説明内容で強調された事は、医療の質と安全
のためのケアプロセスの重要性・受動喫煙の
防止・退院時要約の迅速な作成等でありました。
評価項目はオールa、オール5を目指すもので
はなく、いかに2以下及びＣの評価をなくすか
であり、全ての項目が標準をクリアしているこ
とが重要であると言われ細部に渡る見直し、確
認が大切であると認識しました。さらには、旧
バージョンは病院幹部がしっかり対応すれば評
価を通すことができたかもしれないが、今回は
ケアプロセス領域を含めて管理者のみの力だ
けでは難しく、職員全体が共通認識を持つ必要
があると思うと共に、事前の準備はできるだけ
多くの職員が参加する事が必要であると思う中
セミナーは終了となりました。数日後院内に機
能評価プロジェクトを立ち上げました。院長を
中心に各部・次長の参加で定期的に打ち合わ
せを行い、機構より取り寄せた自己評価調査票
の自己採点と現状の洗い出し、マニュアルの見
直し及び書類作成に取り掛かりました。二回目
という心のゆとりか、解説集をたよりにプロジェ
クトを進めるが一向に進展せず数ヶ月が過ぎ書
類提出日が近づいてきました。部署によって進
み具合も異なり調整が難航しました。医療提供
者が目指すべき医療とは、患者様が満足できる、
また安心できる医療であります。医療の質を向
上させ分りやすく患者様が理解でき、その結果

医療を患者様自身が選べる、このような患者様
中心の医療である事となります。その上で最も
大切なのは安全であります。機能評価で求めら
れているこれらの要件をクリアしながらシステ
ム構築、体制作り、書類作成を行ないました。
２００５年8月1日何とか書面審査提出期日までに
間に合い提出することができ、以降全職員を対
象に月一回勉強会を開催し機能評価の受審対
策を行ないました。特に倫理観の重要性と病院
の質を良くする為の機会「職員の意識改革・現
状の評価・病院機能改善のきっかけづくり・患者
様サービスの向上」である事を強調しました。 
　１０月１９日訪問審査一日目は午後より書類確
認と病院の概要説明、二日目は合同面接調査と
各部署訪問、三日目はサーベィヤーミーティング
が中心で補足的な確認があり午前中で終了と
なりました。多くの指摘事項があり早急に改善
できるところは直し対応する事としましたが、
一つの病棟の臭気問題とたばこの自販機撤去、
組織の見直しについては改善項目として受けと
めました。訪問審査終了後プロジェクトチーム
により指摘事項をまとめ各部署へ通知し、改善
内容を議論し対応できるものはすぐ見直す事と
しました。２００６年1月4日仕事始めの日機構よ
り条件付ではありますが認定書が届き、当初2
月頃と聞いていたのであまりに早く結果が届き
驚きました。7項目の改善事項を整備し6ヶ月
以内に確認審査を受ける事となります。最後に、
今後医療の質をどういう具体策を持って管理し
ていくか、その成果を患者様が知ることができ、
これらの情報を明確に開示することで患者様が
医療を選択でき医療提供者の場に競争の原理
が生まれる。これからの病院はこのような形が
求められる事となります。その為には病院機能
評価認定は必須となるのではないでしょうか。 
 
 
 これからが再出発 

 
看護部長　松下 直美 

　病院機能評価Ver.５.０として県内初の受審で、
看護部にとっても、かなりの重圧でした。重圧
のみを感じてどのように進めていったら良いか
困惑しているところに、機能評価受審の為のコ
アメンバーであった医局の阿部先生がお正月
休暇を利用して評価項目をエクセルファイルに
打ち直してくれました。さらに担当者を決める
事を提案されました。それを機に志気が上がり、
評価項目１つ１つを塗りつぶしていく作業が開
始されました。特にケアプロセスの部分では他
部署の方達と議論が続きました。双方の意見
をぶつけ合い激しい討論になる事もありました
が、皆が「優しい医療・楽しい職場」づくりに同
じ方向に向かっているという充実感がありました。 
　「多職種が連携して患者様の治療について話
し合っているか？」「患者様の立場に立って治療

看護方針を決め伝えられているか？」「患者様
の意見を反映する場があるか？」「感染対策は
徹底しているか？」それらはいずれも病院とし
ては当然すべき点ではありますが、まだまだ課
題が残っていました。評価項目の見直しの中で、
その課題は何なのかという点が明らかになり、
システムが充実していく楽しささえも感じなが
ら準備をすすめました。また、看護基準、手順、
マニュアルの違いについて今ひとつ把握できず、
把握できた時は受審2週間前になっていました。
病棟は猛スピードで今までの手順を再度見直し、
前日まで手順・基準作りに追われました。私自
身もかなり追い詰められた気持ちになり、病棟
責任者や他部署の方達に感情的になってしまう
場面がでてきました。どの部署も、最終2週間
程は、休みも無く、家に帰るのも夜中という状
況であったと思います。特に受審前日は、役職
者だけでなく新人も含めたスタッフまでもが最
後のチェックをしてくれている姿に感動し、頭
が下がる思いでした。 

　受審当日、緊張してお迎えし
た私達をサーベヤ－の方達は「緊
張しないで大丈夫ですよ」と声
をかけてくださり、一転楽しい
気持ちで質問にありのままに答

えている自分がいました。看護師が、チーム医
療の一員として責任を果たしていく事の義務と
権利を教えて頂いた3日間でした。何よりも、
どの病棟に行ってもスタッフが堂々と自信を持
った姿で質問に応じている姿に感動しました。
ただ１つ、今回の指摘事項の中で胸を痛めた事
があります。それは、准看護師の役職を認めな
いという事です。看護担当のサーベヤ－の方は
最後まで「法律は揺ぎないもの、いくら看護部
が前向きに取り組んでいても保助看法は守ら
なければならない」と指摘されました。その後、
准看護師の役職者に辛い告知をしなければな
らなかった時は申し訳ない気持ちでいっぱいに
なりました。しかし、私の気持ちを察するかの
ように、彼女達は受け入れ、協力してくれました。 
　機能評価受審は、病院にとっては勿論、看護
部にとっても大きな転機になりました。春から、
数人の准看護師の方が進学をします。今では、
細かく指導して頂いた内容について、皆が分担
して改正を開始しています。これからが再出発
であると考えています。 



　みなさんこんにちは。Ｂ3病棟は慢性期の閉鎖病棟

です。「閉鎖」と聞くと、何となく「他とは違った場所」

というイメージがあります。しかし、Ｂ3病棟には、経

験豊富でユーモアとパワーを兼ね備えたスタッフ、み

んなをうまくまとめて引っ張っている新美係長（笑）、

そして何事にも動じない冷静な病棟医の阿部先生と、

バラエティーに富んだ職員がそろっています。とても

人間味のある、あたたかい病棟です。入院患者様の

平均年齢は平成１８年2月現在で５１歳、また入院期間

においては5年以上の方が３２名、そのうち１０年以上

の方は２５名となっています。このように長期入院の

方が多いことから、毎日の生活に活気をつけようと、

作業療法士の方と一緒にリハビリテーション活動を

積極的に行っています。畑を耕して野菜をつくり、当

施設の売店で格安に提供したり、身体を鍛えるため

にソフトボールやゲートボールの練習を行ったりして

います。私たちは、そんな患者様の「支え」になれる

よう、これからも日々関わっていこうと思っています。 

　今年は注目されるスポーツの世界大会がいくつもあります。「オ
リンピック」は、いまひとつ盛り上がりにかけた感じでした。「ワー
ルド・ベースボール・クラシック」も同じように「またダメか」とあき
らめていたところで、奇跡的な展開になりました。イチローの饒
舌さには違和感をもちましたが、イチローや王監督らの強い信

念を持って向かっていく姿には胸をうたれます。そうした“熱い
ものを自分はもっているのか？”と、春を迎えて自問自答する今
日この頃です。サッカーのワールドカップドイツ大会はどんなドラマ
が生まれるのでしょう。どんな感動を私たちに与えてくれるので
しょうか。日本代表の活躍が今から待ち遠しいものです。 

移 転 の ご 案 内  

このたび訪問看護ステーション「ソレイユ」は事業所を 

共和病院A館3Fに移転いたしました。 

〒474－0071 愛知県大府市梶田町2－123（共和病院内） 

TEL&FAX 0562－45－1171  

　「慣れた我が家で暮らしたい」という利用者の方が安心して

生活できるように、共和病院のスタッフと一緒に関係者の方、

各関連機関と綿密な連携をとりながら、看護ケア・生活指導・介

護指導の一層の充実を目指していきます。療養生活・在宅介護

のことなら、お気軽にご相談ください。 

　なお、指定居宅介護支援事業所「菜の花」、福祉用具レンタ

ル＆サポート「なでしこ」の移転はありません。ソレイユとも

ども引き続きよろしくお願い申し上げます。 

国道一号線 至岡崎 

至刈谷 看板 

有松 
インター 

共和 
インター 

至東京 

名古屋 
牛乳 

桶狭間古戦場跡 

GS

鳴海高 
大高緑地 

至豊
明 

至北
頭 

名四
国道
 

共和駅 
主要地方道名古屋碧南線 

JR東海道本線 

JR東海道新幹線 

共和病院 

GS

N

長坂南 桶狭間 

梶田町１ 

共和駅東 



共和病院 特定医療法人 
共 和 会 

愛知県大府市梶田町２-１２３ 

URL  http://www.kyowa.or. jp/
TEL.0562-46-2222（代） 

わたしたちは、利用者の皆様が安全か
つ納得のいく医療を受けていただくこ
とを目指し、それぞれの尊厳を大切に
して、思いやりのある医療を提供します。
さらに、地域関係機関との密接な関係
を保ち、地域の医療水準の向上に努め
ます。 
1.あなたは、個人的な背景の違いや病
気の性質などにかかわらず、必要な医
療を受けることができます。 
2.あなたは、医療の内容、その危険性
および回復の可能性についてあなたが
理解できる言葉で説明を受け、それを
十分納得して同意したのちに、医療を
受けることができます。ただし、必要に
応じて主治医の判断によってご家族、
代理の方にお話をする場合もあります。 
3.あなたは、今受けている治療、処置、
検査、看護・介護、食事その他について
ご自分の希望を申し出ることができま
す。また、他の医療機関に転院したい
場合は、必要な情報を提供致します。 
4.あなたの医療上の個人情報は保護
されます。 
5.あなたの社会でよりよい生活が提供
されるよう、地域関係機関との連携を
図ります。 

病院長   榎 本   和 

基本方針 
～当院をご利用の皆様へ～ 

共和会理念 
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第８回 
共和病院地域医療フォーラム 

～精神障害者の地域生活と 
障害者自立支援法～  平成18年2月25日大

府市勤労文化会館にて、

『第8回 共和病院地域医療フォーラム』が開催

されました。当日は、風が強く寒い日となり

ましたが、保健・福祉・医療の関係者の方々が

116名参加されました。 

　第一部では、「精神障害者と障害者自立支

援法」というテーマで同朋大学助教授 瀧 誠

先生よりご講演いただきまし

た。講演では、「地域支援には

当事者の生活圏域で考える

視点と、関わる支援者の『協

働』が必要であり、また、地域

福祉計画等の作成について

当事者も含め精神保健福祉

関係者が積極的に関わって

いくことが大切である。」との

お話がありました。障害者自

立支援法（以下自立支援法）

が施行されようとしているな

か、精神保健福祉に携わる

従事者が自立支援法をどう

受け止め、どのように取り組

むべきなのかということにつ

いて問題提起と支援に向け

ての提案をいただきました。 

　第二部では、瀧先生を座

長に、様々な立場から「希望

をもって生活するために私

たちができることは何か」と

いうテーマで指定討論が行

われました。まず、福祉ホームB型「あしび」

荒木施設長より施設紹介と、開所から5ヶ月の

間に起こった出来事やスタッフの体験をふ

まえ、今後もメンバーの自立を支えながら、メ

ンバーとともにスタッフも積極的に地域と関

わっていきたいというお話をいただきました。

続いて、当院精神科 関口医師より、当事者へ

の支援は当事者の主体

性とそれを支える支援

者の力のバランスが重要であるという意見を

いただきました。そして、憩の郷「ワーキング

スペースおおぶ」宮沢施設長からは、自立支

援法施行後、授産施設がどう変わり、当事者

に対してどのように援助を行っていくのかを、

施設の現状を通してお話いただきました。最

後に、半田市役所福祉課 前

山氏より、地域で暮らす当事

者の具体的なニーズを汲み

取るためには、行政と地域

の専門機関が歩みより、『協

働』することが必要だと感じ

ている。また自立支援法だ

けではまかないきれない当

事者の生活を地域住民が支

援できる環境づくりが重要で

あるとのお話がありました。 

　指定討論後の質疑応答で

は、フロアから現場で直面し

ている様々な意見も飛び交

い、積極的な意見交換が行

なわれていました。 

　自立支援法が施行される

にあたり、今まで以上に保健・

福祉・医療の密な関わりが必

要であり、当事者を支援して

いくなかで、当事者に関わる

者同士が情報を共有し、歩

み寄ることが重要だと感じ

ました。また、当事者が自らの意見を積極的

に発言できるように関係者が支援することで、

サービスがよりよいものとなり、これからの地

域福祉の向上にもつながるのではないでしょ

うか。参加者それぞれが、自分の立場で、何を

どのように取り組むかを考えさせられたフォー

ラムでした。 

 

『優しい医療・楽しい職場』 
私たちが目指す『優しい医療』とは！ 
●患者様に安心と満足を提供する医療 
●良質且つ効率的な医療の提供 
●患者様へのサービスの充実 
私たちが目指す『楽しい職場』とは！ 
●毎日の出勤が楽しくなる職場 
●職員のレベルアップと仕事の充実が 
　感じられる職場 
●職員の満足が患者様へ反映される職場 


